
モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
二
一

◎
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
モ
ン
ゴ
ル
国
と
の
間
の
協
定

　
（
略
称
）
モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
七
年　

二
月　
　

十
日　

東
京
で
署
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
七
年　

五
月　

十
五
日　

国
会
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
八
年　

四
月
二
十
八
日　

効
力
発
生
の
た
め
の
外
交
上
の
公
文
の
交
換
の
閣
議
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
八
年　

五
月　
　

八
日　

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
で
効
力
発
生
の
た
め
の
外
交
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
文
の
交
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
八
年　

五
月　
　

九
日　

公
布
及
び
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
条
約
第
八
号
及
び
外
務
省
告
示
第
一
五
三
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
八
年　

六
月　
　

七
日　

効
力
発
生

　
　

目　
　
　

次　

�

ペ
ー
ジ 　

　
　

目　
　
　
　

次��
�

六
三
三　
　
　

　
　

前　
　
　
　

文��
�

六
四
三　
　
　

　

第 

一 

章　

総
則��

�

六
四
五　
　
　

　
　
　

第 

一 

・  

一  

条　

目
的��

�

六
四
五　
　
　

　
　
　

第 

一 

・  

二  

条　

一
般
的
定
義��

�

六
四
五　
　
　

　
　
　

第 

一 

・  

三  

条　

透
明
性��

�

六
五
一　
　
　

　
　
　

第 

一 

・  

四  

条　

公
衆
に
よ
る
意
見
提
出
の
手
続��

�

六
五
一　
　
　

　
　
　

第 

一 

・  

五  

条　

行
政
上
の
措
置
に
関
連
す
る
手
続��

�

六
五
一　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
二
二

　
　
　

第 

一 

・  

六  

条　

審
査
及
び
上
訴��

�

六
五
三　
　
　

　
　
　

第 

一 

・  

七  

条　

腐
敗
行
為
の
防
止
に
関
す
る
措
置��

�

六
五
三　
　
　

　
　
　

第 

一 

・  

八  

条　

秘
密
の
情
報��

�

六
五
四　
　
　

　
　
　

第 

一 

・  

九  

条　

租
税��

�

六
五
四　
　
　

　
　
　

第 
一 

・  

十  

条　

例
外��

�

六
五
四　
　
　

　
　
　

第 
一 
・ 
十
一 

条　

他
の
協
定
と
の
関
係��

�

六
五
五　
　
　

　
　
　

第 

一 
・ 
十
二 

条　

実
施
取
極��

�

六
五
六　
　
　

　
　
　

第 

一 

・ 
十
三 
条　

合
同
委
員
会��

�

六
五
六　
　
　

　
　
　

第 

一 

・ 

十
四 
条　

小
委
員
会��

�

六
五
七　
　
　

　
　
　

第 

一 

・ 

十
五 

条　

両
締
約
国
間
の
連
絡��

�

六
五
八　
　
　

　

第 

二 

章　

物
品
の
貿
易��

�

六
五
九　
　
　

　
　

第
一
節　
　

一
般
規
則��

�

六
五
九　
　
　

　
　
　

第 

二 

・  

一  

条　

定
義��

�

六
五
九　
　
　

　
　
　

第 

二 

・  

二  

条　

物
品
の
分
類��

�

六
六
〇　
　
　

　
　
　

第 

二 

・  

三  

条　

内
国
民
待
遇��

�

六
六
一　
　
　

　
　
　

第 

二 

・  

四  

条　

関
税
の
撤
廃
又
は
引
下
げ��

�

六
六
一　
　
　

　
　
　

第 

二 

・  

五  

条　

関
税
上
の
評
価��

�

六
六
二　
　
　

　
　
　

第 

二 

・  

六  

条　

輸
出
補
助
金��

�

六
六
二　
　
　

　
　
　

第 

二 

・  

七  

条　

輸
入
及
び
輸
出
の
制
限��

�

六
六
二　
　
　

　
　

第
二
節　
　

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置��

�

六
六
三　
　
　

　
　
　

第 

二 

・  

八  

条　

二
国
間
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用��

�

六
六
三　
　
　

　
　
　

第 

二 

・  

九  

条　

条
件
及
び
制
限��

�

六
六
四　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
二
三

　
　
　

第 

二 

・  

十  

条　

調
査��

�

六
六
五　
　
　

　
　
　

第 

二 

・ 

十
一 

条　

通
報
及
び
協
議��

�

六
六
五　
　
　

　
　
　

第 
二 

・ 

十
二 

条　

補
償��

�

六
六
六　
　
　

　
　
　

第 
二 
・ 

十
三 

条　

暫
定
的
な
二
国
間
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置��

�

六
六
七　
　
　

　
　
　

第 

二 
・ 
十
四 

条　

世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
に
基
づ
く
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
と
の
関
係��

�

六
六
八　
　
　

　
　
　

第 

二 

・ 
十
五 
条　

両
締
約
国
間
の
連
絡��

�

六
六
九　
　
　

　
　
　

第 

二 

・ 

十
六 
条　

見
直
し��

�

六
六
九　
　
　

　
　

第
三
節　
　

他
の
規
定��

�

六
六
九　
　
　

　
　
　

第 

二 

・ 

十
七 

条　

ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
措
置
及
び
相
殺
措
置��

�

六
六
九　
　
　

　
　
　

第 

二 

・ 

十
八 

条　

国
際
収
支
の
擁
護
の
た
め
の
措
置��

�

六
六
九　
　
　

　
　
　

第 

二 

・ 

十
九 

条　

物
品
の
貿
易
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

六
七
〇　
　
　

　
　
　

第 

二 

・ 

二
十 

条　

物
品
の
貿
易
の
た
め
の
運
用
上
の
手
続
規
則��

�

六
七
〇　
　
　

　
　
　

第 

二 

・
二
十
一
条　

輸
出
に
つ
い
て
の
協
力��

�

六
七
一　
　
　

　

第 

三 

章　

原
産
地
規
則��

�

六
七
二　
　
　

　
　
　

第 

三 

・  

一  

条　

定
義��

�

六
七
二　
　
　

　
　
　

第 

三 

・  

二  

条　

原
産
品��

�

六
七
四　
　
　

　
　
　

第 

三 

・  

三  

条　

完
全
に
得
ら
れ
る
産
品��

�

六
七
五　
　
　

　
　
　

第 

三 

・  

四  

条　

原
産
資
格
割
合��

�

六
七
六　
　
　

　
　
　

第 

三 

・  

五  

条　

累
積��

�

六
七
八　
　
　

　
　
　

第 

三 

・  

六  

条　

僅
少
の
非
原
産
材
料��

�

六
七
九　
　
　

　
　
　

第 

三 

・  

七  

条　

原
産
資
格
を
与
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
作
業��

�

六
七
九　
　
　

　
　
　

第 

三 

・  

八  

条　

積
送
基
準��

�

六
八
〇　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
二
四

　
　
　

第 

三 

・  

九  

条　

組
み
立
て
て
な
い
か
又
は
分
解
し
て
あ
る
産
品��

�

六
八
一　
　
　

　
　
　

第 

三 

・  

十  

条　

代
替
性
の
あ
る
産
品
及
び
材
料��

�

六
八
一　
　
　

　
　
　

第 

三 

・ 

十
一 

条　

間
接
材
料��

�

六
八
二　
　
　

　
　
　

第 

三 

・ 

十
二 

条　

附
属
品
、
予
備
部
品
及
び
工
具��

�

六
八
二　
　
　

　
　
　

第 
三 

・ 

十
三 

条　

小
売
用
の
包
装
材
料
及
び
包
装
容
器��

�

六
八
二　
　
　

　
　
　

第 
三 
・ 
十
四 

条　

輸
送
用
及
び
船
積
み
用
の
こ
ん
包
材
料
及
び
こ
ん
包
容
器��

�

六
八
三　
　
　

　
　
　

第 

三 
・ 
十
五 

条　

関
税
上
の
特
恵
待
遇
の
要
求��

�

六
八
三　
　
　

　
　
　

第 

三 

・ 
十
六 
条　

原
産
地
証
明
書��

�

六
八
四　
　
　

　
　
　

第 

三 

・ 

十
七 
条　

輸
出
に
関
す
る
義
務��

�

六
八
六　
　
　

　
　
　

第 

三 

・ 

十
八 

条　

原
産
地
証
明
書
に
基
づ
く
確
認
の
要
請��

�

六
八
七　
　
　

　
　
　

第 

三 

・ 

十
九 

条　

原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
訪
問��

�

六
八
八　
　
　

　
　
　

第 

三 

・ 

二
十 

条　

原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
決
定
及
び
関
税
上
の
特
恵
待
遇
に
係
る
決
定��

�

六
八
九　
　
　

　
　
　

第 

三 

・
二
十
一
条　

秘
密
性��

�

六
九
〇　
　
　

　
　
　

第 

三 

・
二
十
二
条　

軽
微
な
誤
り��

�

六
九
一　
　
　

　
　
　

第 

三 

・
二
十
三
条　

虚
偽
申
告
に
対
す
る
罰
則
及
び
措
置��

�

六
九
一　
　
　

　
　
　

第 

三 

・
二
十
四
条　

雑
則��

�

六
九
二　
　
　

　
　
　

第 

三 

・
二
十
五
条　

原
産
地
規
則
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

六
九
二　
　
　

　
　
　

第 

三 

・
二
十
六
条　

原
産
地
規
則
の
た
め
の
運
用
上
の
手
続
規
則��

�

六
九
三　
　
　

　

第 

四 

章　

税
関
手
続
及
び
貿
易
円
滑
化��

�

六
九
四　
　
　

　
　
　

第 

四 

・  

一  

条　

適
用
範
囲
及
び
目
的��

�

六
九
四　
　
　

　
　
　

第 

四 

・  

二  

条　

定
義��

�

六
九
四　
　
　

　
　
　

第 

四 

・  

三  

条　

透
明
性��

�

六
九
四　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
二
五

　
　
　

第 

四 

・  

四  

条　

通
関��

�

六
九
五　
　
　

　
　
　

第 

四 

・  

五  

条　

一
時
輸
入
及
び
通
過
物
品��

�

六
九
六　
　
　

　
　
　

第 
四 

・  

六  

条　

事
前
教
示��

�

六
九
七　
　
　

　
　
　

第 
四 
・  

七  

条　

協
力
及
び
情
報
の
交
換��

�

六
九
七　
　
　

　
　
　

第 

四 
・  
八  

条　

税
関
手
続
及
び
貿
易
円
滑
化
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

六
九
八　
　
　

　

第 

五 

章　

衛
生
植
物
検
疫
措
置��

�

六
九
九　
　
　

　
　
　

第 

五 

・  

一  
条　

適
用
範
囲��

�

六
九
九　
　
　

　
　
　

第 

五 

・  

二  

条　

権
利
及
び
義
務
の
再
確
認��

�

六
九
九　
　
　

　
　
　

第 

五 

・  

三  

条　

措
置
の
調
和��

�

六
九
九　
　
　

　
　
　

第 

五 

・  

四  

条　

措
置
の
同
等��

�

六
九
九　
　
　

　
　
　

第 

五 

・  

五  

条　

照
会
所��

�

七
〇
〇　
　
　

　
　
　

第 

五 

・  

六  

条　

衛
生
植
物
検
疫
措
置
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
〇
〇　
　
　

　
　
　

第 

五 

・  

七  

条　

第
十
六
章
の
規
定
の
不
適
用��

�

七
〇
一　
　
　

　

第 

六 

章　

強
制
規
格
、
任
意
規
格
及
び
適
合
性
評
価
手
続��

�

七
〇
二　
　
　

　
　
　

第 

六 

・  

一  

条　

適
用
範
囲��

�

七
〇
二　
　
　

　
　
　

第 

六 

・  

二  

条　

目
的��

�

七
〇
二　
　
　

　
　
　

第 

六 

・  

三  

条　

定
義��

�

七
〇
二　
　
　

　
　
　

第 

六 

・  

四  

条　

権
利
及
び
義
務
の
再
確
認��

�

七
〇
三　
　
　

　
　
　

第 

六 

・  

五  

条　

国
際
規
格��

�

七
〇
三　
　
　

　
　
　

第 

六 

・  

六  

条　

強
制
規
格��

�

七
〇
三　
　
　

　
　
　

第 

六 

・  

七  

条　

適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
受
入
れ��

�

七
〇
四　
　
　

　
　
　

第 

六 

・  

八  

条　

照
会
所��

�

七
〇
五　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
二
六

　
　
　

第 

六 

・  

九  

条　

強
制
規
格
、
任
意
規
格
及
び
適
合
性
評
価
手
続
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
〇
五　
　
　

　
　
　

第 

六 

・  

十  

条　

第
十
六
章
の
規
定
の
不
適
用��

�

七
〇
六　
　
　

　

第 

七 

章　

サ
ー
ビ
ス
の
貿
易��

�

七
〇
七　
　
　

　
　
　

第 

七 

・  

一  

条　

適
用
範
囲��

�

七
〇
七　
　
　

　
　
　

第 
七 

・  

二  

条　

定
義��

�

七
〇
八　
　
　

　
　
　

第 
七 
・  

三  

条　

内
国
民
待
遇��

�

七
一
一　
　
　

　
　
　

第 

七 
・  
四  

条　

最
恵
国
待
遇��

�

七
一
二　
　
　

　
　
　

第 

七 

・  
五  
条　

市
場
ア
ク
セ
ス��

�

七
一
二　
　
　

　
　
　

第 

七 

・  

六  
条　

追
加
的
な
約
束��

�

七
一
三　
　
　

　
　
　

第 

七 

・  

七  

条　

特
定
の
約
束
に
係
る
表��

�

七
一
四　
　
　

　
　
　

第 

七 

・  

八  

条　

国
内
規
制��

�

七
一
四　
　
　

　
　
　

第 

七 

・  

九  

条　

承
認��

�

七
一
五　
　
　

　
　
　

第 

七 

・  

十  

条　

独
占
及
び
排
他
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
者��

�

七
一
六　
　
　

　
　
　

第 

七 

・ 

十
一 

条　

商
慣
習��

�

七
一
七　
　
　

　
　
　

第 

七 

・ 

十
二 

条　

支
払
及
び
資
金
の
移
転��

�

七
一
七　
　
　

　
　
　

第 

七 

・ 

十
三 

条　

国
際
収
支
の
擁
護
の
た
め
の
制
限��

�

七
一
八　
　
　

　
　
　

第 

七 

・ 

十
四 

条　

透
明
性��

�

七
一
九　
　
　

　
　
　

第 

七 

・ 

十
五 

条　

利
益
の
否
認��

�

七
一
九　
　
　

　
　
　

第 

七 

・ 

十
六 

条　

サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
二
〇　
　
　

　
　
　

第 

七 

・ 

十
七 

条　

約
束
の
見
直
し��

�

七
二
一　
　
　

　

第 

八 

章　

自
然
人
の
移
動��

�

七
二
二　
　
　

　
　
　

第 

八 

・  

一  

条　

一
般
原
則��

�

七
二
二　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
二
七

　
　
　

第 

八 

・  

二  

条　

適
用
範
囲��

�

七
二
二　
　
　

　
　
　

第 

八 

・  

三  

条　

定
義��

�

七
二
三　
　
　

　
　
　

第 
八 

・  

四  

条　

特
定
の
約
束��

�

七
二
三　
　
　

　
　
　

第 
八 
・  

五  

条　

要
件
及
び
手
続��

�

七
二
四　
　
　

　
　
　

第 

八 
・  
六  

条　

自
然
人
の
移
動
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
二
五　
　
　

　
　
　

第 

八 

・  
七  
条　

紛
争
解
決��

�

七
二
六　
　
　

　

第 

九 

章　

電
子
商
取
引��

�

七
二
七　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

一  

条　

一
般
規
定��

�

七
二
七　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

二  

条　

定
義��

�

七
二
七　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

三  

条　

関
税��

�

七
二
八　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

四  

条　

デ
ジ
タ
ル
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
無
差
別
待
遇��

�

七
二
八　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

五  

条　

電
子
署
名��

�

七
二
九　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

六  

条　

消
費
者
の
保
護��

�

七
三
〇　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

七  

条　

要
求
さ
れ
て
い
な
い
商
業
上
の
電
子
メ
ー
ル��

�

七
三
〇　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

八  

条　

貿
易
実
務
に
係
る
文
書
の
電
子
化��

�

七
三
一　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

九  

条　

国
内
規
制��

�

七
三
一　
　
　

　
　
　

第 

九 

・  

十  

条　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
設
備
の
所
在
地
に
関
す
る
要
求
の
禁
止��

�

七
三
一　
　
　

　
　
　

第 

九 

・ 

十
一 

条　

ソ
ー
ス
・
コ
ー
ド��

�

七
三
二　
　
　

　
　
　

第 

九 

・ 

十
二 

条　

協
力��

�

七
三
二　
　
　

　
　
　

第 

九 

・ 

十
三 

条　

電
子
商
取
引
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
三
三　
　
　

　

第 

十 

章　

投
資��

�

七
三
四　
　
　

　
　
　

第 

十 

・  

一  

条　

適
用
範
囲��

�

七
三
四　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
二
八

　
　
　

第 

十 

・  

二  

条　

定
義��

�

七
三
五　
　
　

　
　
　

第 

十 

・  

三  

条　

内
国
民
待
遇��

�

七
三
五　
　
　

　
　
　

第 

十 

・  

四  

条　

最
恵
国
待
遇��

�

七
三
六　
　
　

　
　
　

第 

十 

・  

五  

条　

一
般
的
待
遇��

�

七
三
六　
　
　

　
　
　

第 
十 

・  

六  

条　

裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
る
権
利��

�

七
三
七　
　
　

　
　
　

第 
十 
・  

七  

条　

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止��

�

七
三
七　
　
　

　
　
　

第 

十 
・  
八  

条　

適
合
し
な
い
措
置��

�

七
四
〇　
　
　

　
　
　

第 

十 

・  
九  
条　

収
用
及
び
補
償��

�

七
四
二　
　
　

　
　
　

第 

十 

・  

十  
条　

争
乱
か
ら
の
保
護��

�

七
四
三　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

十
一 

条　

資
金
の
移
転��

�

七
四
四　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

十
二 

条　

代
位��

�

七
四
五　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

十
三 

条　

一
方
の
締
約
国
と
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
と
の
間
の
投
資
紛
争
の
解
決��

�

七
四
五　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

十
四 

条　

一
時
的
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置��

�

七
五
二　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

十
五 

条　

信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
措
置��

�

七
五
三　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

十
六 

条　

利
益
の
否
認��

�

七
五
三　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

十
七 

条　

健
康
、
安
全
及
び
環
境
に
関
す
る
措
置
並
び
に
労
働
基
準��

�

七
五
四　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

十
八 

条　

投
資
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
五
四　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

十
九 

条　

二
国
間
投
資
協
定
と
の
関
係��

�

七
五
五　
　
　

　
　
　

第 

十 

・ 

二
十 

条　

有
効
期
間
及
び
終
了��

�

七
五
五　
　
　

　

第 

十
一 

章　

競
争��

�

七
五
六　
　
　

　
　
　

第
十
一
・  

一  

条　

反
競
争
的
行
為��

�

七
五
六　
　
　

　
　
　

第
十
一
・  

二  

条　

反
競
争
的
行
為
の
規
制
に
関
す
る
協
力��

�

七
五
六　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
二
九

　
　
　

第
十
一
・  

三  

条　

無
差
別
待
遇��

�

七
五
六　
　
　

　
　
　

第
十
一
・  

四  

条　

手
続
の
公
正
な
実
施��

�

七
五
七　
　
　

　
　
　

第
十
一
・  

五  

条　

透
明
性��

�

七
五
七　
　
　

　
　
　

第
十
一
・  

六  

条　

第
一
・
八
条
２
及
び
第
十
六
章
の
規
定
の
不
適
用��

�

七
五
七　
　
　

　

第 

十
二 

章　

知
的
財
産��

�

七
五
八　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  
一  
条　

一
般
規
定��

�

七
五
八　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  

二  
条　

定
義��

�

七
五
八　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  

三  

条　

内
国
民
待
遇��

�

七
五
八　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  

四  

条　

手
続
事
項��

�

七
五
九　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  

五  

条　

透
明
性��

�

七
六
一　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  

六  

条　

知
的
財
産
の
保
護
に
つ
い
て
の
啓
発
の
促
進��

�

七
六
二　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  

七  

条　

特
許��

�

七
六
二　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  

八  

条　

意
匠��

�

七
六
二　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  

九  

条　

商
標��

�

七
六
三　
　
　

　
　
　

第
十
二
・  

十  

条　

著
作
権
及
び
関
連
す
る
権
利��

�

七
六
三　
　
　

　
　
　

第
十
二
・ 

十
一 

条　

地
理
的
表
示��

�

七
六
四　
　
　

　
　
　

第
十
二
・ 

十
二 

条　

不
正
競
争��

�

七
六
四　
　
　

　
　
　

第
十
二
・ 

十
三 

条　

開
示
さ
れ
て
い
な
い
情
報
の
保
護��

�

七
六
四　
　
　

　
　
　

第
十
二
・ 

十
四 

条　

国
境
措
置
に
係
る
権
利
行
使��

�

七
六
五　
　
　

　
　
　

第
十
二
・ 

十
五 

条　

民
事
上
の
救
済
に
係
る
権
利
行
使��

�

七
六
五　
　
　

　
　
　

第
十
二
・ 

十
六 

条　

刑
事
上
の
制
裁
に
係
る
権
利
行
使��

�

七
六
六　
　
　

　
　
　

第
十
二
・ 

十
七 

条　

デ
ジ
タ
ル
環
境
に
お
け
る
権
利
行
使��

�

七
六
六　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
〇

　
　
　

第
十
二
・ 

十
八 

条　

知
的
財
産
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
六
六　
　
　

　
　
　

第
十
二
・ 

十
九 

条　

安
全
保
障
の
た
め
の
例
外��

�

七
六
七　
　
　

　

第 

十
三 

章　

政
府
調
達��

�

七
六
八　
　
　

　
　
　

第
十
三
・  

一  

条　

調
達
に
関
す
る
原
則��

�

七
六
八　
　
　

　
　
　

第
十
三
・  

二  

条　

情
報
の
交
換��

�

七
六
八　
　
　

　
　
　

第
十
三
・  

三  

条　

追
加
的
な
交
渉��

�

七
六
八　
　
　

　
　
　

第
十
三
・  
四  

条　

無
差
別
待
遇
に
関
す
る
交
渉��

�

七
六
九　
　
　

　
　
　

第
十
三
・  
五  
条　

政
府
調
達
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
六
九　
　
　

　

第 

十
四 

章　

ビ
ジ
ネ
ス
環
境
の
整
備��

�

七
七
〇　
　
　

　
　
　

第
十
四
・  

一  

条　

基
本
原
則��

�

七
七
〇　
　
　

　
　
　

第
十
四
・  

二  

条　

ビ
ジ
ネ
ス
環
境
の
整
備
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
七
〇　
　
　

　
　
　

第
十
四
・  

三  

条　

連
絡
事
務
所��

�

七
七
一　
　
　

　
　
　

第
十
四
・  

四  

条　

第
十
六
章
の
規
定
の
不
適
用��

�

七
七
二　
　
　

　

第 

十
五 

章　

協
力��

�

七
七
三　
　
　

　
　
　

第
十
五
・  

一  

条　

基
本
原
則��

�

七
七
三　
　
　

　
　
　

第
十
五
・  

二  

条　

協
力
の
範
囲
及
び
形
態��

�

七
七
四　
　
　

　
　
　

第
十
五
・  

三  

条　

協
力
の
費
用��

�

七
七
四　
　
　

　
　
　

第
十
五
・  

四  

条　

協
力
に
関
す
る
小
委
員
会��

�

七
七
四　
　
　

　
　
　

第
十
五
・  

五  

条　

次
章
の
規
定
の
不
適
用��

�

七
七
六　
　
　

　

第 

十
六 

章　

紛
争
解
決��

�

七
七
七　
　
　

　
　
　

第
十
六
・  

一  

条　

適
用
範
囲��

�

七
七
七　
　
　

　
　
　

第
十
六
・  

二  

条　

一
般
原
則��

�

七
七
七　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
一

　
　
　

第
十
六
・  

三  

条　

紛
争
解
決
の
場
の
選
択��

�

七
七
七　
　
　

　
　
　

第
十
六
・  

四  

条　

協
議��

�

七
七
八　
　
　

　
　
　

第
十
六
・  

五  

条　

あ
っ
せ
ん
、
調
停
又
は
仲
介��

�

七
七
九　
　
　

　
　
　

第
十
六
・  

六  

条　

仲
裁
裁
判
所
の
設
置��

�

七
七
九　
　
　

　
　
　

第
十
六
・  
七  

条　

仲
裁
裁
判
所
の
構
成��

�

七
八
〇　
　
　

　
　
　

第
十
六
・  
八  
条　

仲
裁
裁
判
所
の
任
務��

�

七
八
一　
　
　

　
　
　

第
十
六
・  

九  
条　

仲
裁
裁
判
手
続��

�

七
八
二　
　
　

　
　
　

第
十
六
・  

十  

条　

仲
裁
裁
判
手
続
の
終
了��

�

七
八
四　
　
　

　
　
　

第
十
六
・ 

十
一 

条　

裁
定
の
実
施��

�

七
八
四　
　
　

　
　
　

第
十
六
・ 

十
二 

条　

期
間
の
変
更��

�

七
八
六　
　
　

　
　
　

第
十
六
・ 

十
三 

条　

費
用��

�

七
八
六　
　
　

　
　
　

第
十
六
・ 

十
四 

条　

言
語��

�

七
八
七　
　
　

　

第 

十
七 

章　

最
終
規
定��

�

七
八
八　
　
　

　
　
　

第
十
七
・  

一  

条　

目
次
及
び
見
出
し��

�

七
八
八　
　
　

　
　
　

第
十
七
・  

二  

条　

附
属
書
及
び
注
釈��

�

七
八
八　
　
　

　
　
　

第
十
七
・  

三  

条　

改
正��

�

七
八
八　
　
　

　
　
　

第
十
七
・  

四  

条　

効
力
発
生��

�

七
八
九　
　
　

　
　
　

第
十
七
・  

五  

条　

終
了��

�

七
八
九　
　
　

　
　
　

第
十
七
・  

六  

条　

正
文��

�

七
八
九　
　
　

　
　

末　
　
　
　

文��
�

七
九
〇　
　
　

　

附
属
書 

一
（
第
二
章
関
係
）　

第
二
・
四
条
の
規
定
に
関
す
る
表��

�

七
九
一　
　
　

　

附
属
書 

二
（
第
三
章
関
係
）　

品
目
別
規
則��

�

一
〇
五
九　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
二

　

附
属
書 

三
（
第
三
章
関
係
）　

原
産
地
証
明
書
の
必
要
的
記
載
事
項��

�

一
一
五
六　
　
　

　

附
属
書 

四
（
第
七
章
関
係
）　

金
融
サ
ー
ビ
ス��

�

一
一
五
七　
　
　

　

附
属
書 

五
（
第
七
章
関
係
）　

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス��

�

一
一
六
七　
　
　

　

附
属
書 

六
（
第
七
章
関
係
）　

特
定
の
約
束
に
係
る
表
及
び
最
恵
国
待
遇
の
免
除
に
係
る
表��

�

一
一
七
七　
　
　

　

附
属
書 
七
（
第
八
章
関
係
）　

自
然
人
の
移
動
に
関
す
る
特
定
の
約
束��

�

一
二
四
五　
　
　

　

附
属
書 
八
（
第
十
章
関
係
）　

第
十
・
八
条
１
に
規
定
す
る
措
置
に
関
す
る
留
保��

�

一
二
五
四　
　
　

　

附
属
書 

九
（
第
十
章
関
係
）　

第
十
・
八
条
３
に
規
定
す
る
措
置
に
関
す
る
留
保��

�

一
三
〇
一　
　
　

　

附
属
書 

十
（
第
十
章
関
係
）　

収
用��

�

一
三
二
〇　
　
　

○
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
モ
ン
ゴ
ル
国
と
の
間
の
協
定
第
一
・
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
国
政
府

　

と
モ
ン
ゴ
ル
国
政
府
と
の
間
の
実
施
取
極��

�

一
三
二
二　
　
　



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
三

目

次 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
三
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
三

前

文 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
五

モンゴルとの経済連携協定

目

的 

一
般
的
定

義



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
四
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
一

透
明
性 

公
衆
に
よ

る
意
見
提

出
の
手
続

行
政
上
の

措
置
に
関

連
す
る
手

続



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
三

審
査
及
び

上
訴

腐
敗
行
為

の
防
止
に

関
す
る
措

置



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
四

秘
密
の
情

報租

税 

例

外 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
五

他
の
協
定

と
の
関
係



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
六

実
施
取
極

合
同
委
員

会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
七

小
委
員
会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
八

両
締
約
国

間
の
連
絡



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
五
九

モンゴルとの経済連携協定

定

義 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
〇

物
品
の
分

類



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
一

内
国
民
待

遇関
税
の
撤

廃
又
は
引

下
げ



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
二

関
税
上
の

評
価

輸
出
補
助

金輸
入
及
び

輸
出
の
制

限



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
三

二
国
間
セ

ー
フ
ガ
ー

ド
措
置
の

適
用



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
四

条
件
及
び

制
限



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
五

通
報
及
び

協
議

調

査 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
六

補

償 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
七

暫
定
的
な

二
国
間
セ

ー
フ
ガ
ー

ド
措
置



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
八

世
界
貿
易

機
関
設
立

協
定
に
基

づ
く
セ
ー

フ
ガ
ー
ド

措
置
と
の

関
係



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
六
九

両
締
約
国

間
の
連
絡

見
直
し 

ダ
ン
ピ
ン

グ
防
止
措

置
及
び
相

殺
措
置

国
際
収
支

の
擁
護
の

た
め
の
措

置



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
〇

物
品
の
貿

易
の
た
め

の
運
用
上

の
手
続
規

則 物
品
の
貿

易
に
関
す

る
小
委
員

会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
一

輸
出
に
つ

い
て
の
協

力



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
二

モンゴルとの経済連携協定

定

義 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
四

原
産
品 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
五

完
全
に
得

ら
れ
る
産

品



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
六

原
産
資
格

割
合



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
八

累

積 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
七
九

僅
少
の
非

原
産
材
料

原
産
資
格

を
与
え
る

こ
と
と
な

ら
な
い
作

業



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
〇

積
送
基
準



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
一

組
み
立
て

て
な
い
か

又
は
分
解

し
て
あ
る

産
品

代
替
性
の

あ
る
産
品

及
び
材
料



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
二

間
接
材
料

附
属
品
、

予
備
部
品

及
び
工
具

小
売
用
の

包
装
材
料

及
び
包
装

容
器



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
三

輸
送
用
及

び
船
積
み

用
の
こ
ん

包
材
料
及

び
こ
ん
包

容
器

関
税
上
の

特
恵
待
遇

の
要
求



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
四

原
産
地
証

明
書



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
六

輸
出
に
関

す
る
義
務



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
七

原
産
地
証

明
書
に
基

づ
く
確
認

の
要
請



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
八

原
産
品
で

あ
る
か
否

か
に
つ
い

て
の
確
認

の
た
め
の

訪
問



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
八
九

原
産
品
で

あ
る
か
否

か
に
つ
い

て
の
決
定

及
び
関
税

上
の
特
恵

待
遇
に
係

る
決
定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
〇

秘
密
性 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
一

軽
微
な
誤

り虚
偽
申
告

に
対
す
る

罰
則
及
び

措
置



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
二

雑

則 

原
産
地
規

則
に
関
す

る
小
委
員

会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
三

原
産
地
規

則
の
た
め

の
運
用
上

の
手
続
規

則



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
四

モンゴルとの経済連携協定

定

義 

透
明
性 

適
用
範
囲

及
び
目
的



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
五

通

関 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
六

一
時
輸
入

及
び
通
過

物
品



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
七

事
前
教
示

協
力
及
び

情
報
の
交

換



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
八

税
関
手
続

及
び
貿
易

円
滑
化
に

関
す
る
小

委
員
会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

六
九
九

適
用
範
囲

権
利
及
び

義
務
の
再

確
認

措
置
の
調

和措
置
の
同

等



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
〇

衛
生
植
物

検
疫
措
置

に
関
す
る

小
委
員
会

照
会
所 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
一

第
十
六
章

の
規
定
の

不
適
用



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
二

適
用
範
囲

目

的 

定

義 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
三

権
利
及
び

義
務
の
再

確
認

国
際
規
格

強
制
規
格



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
四

適
合
性
評

価
手
続
の

結
果
の
受

入
れ



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
五

照
会
所 

強
制
規
格
、

任
意
規
格

及
び
適
合

性
評
価
手

続
に
関
す

る
小
委
員

会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
六

第
十
六
章

の
規
定
の

不
適
用



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
七

適
用
範
囲

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
八

定

義 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
〇
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一一

内
国
民
待

遇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一
二

最
恵
国
待

遇市
場
ア
ク

セ
ス



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一
三

追
加
的
な

約
束



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一
四

特
定
の
約

束
に
係
る

表国
内
規
制



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一
五

承

認 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一
六

独
占
及
び

排
他
的
な

サ
ー
ビ
ス

提
供
者



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一
七

支
払
及
び

資
金
の
移

転 商
慣
習 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一
八

国
際
収
支

の
擁
護
の

た
め
の
制

限



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
一
九

透
明
性 

利
益
の
否

認



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
〇

サ
ー
ビ
ス

の
貿
易
に

関
す
る
小

委
員
会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
一

約
束
の
見

直
し



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
二

適
用
範
囲

一
般
原
則

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
三

定

義 

特
定
の
約

束



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
四

要
件
及
び

手
続



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
五

自
然
人
の

移
動
に
関

す
る
小
委

員
会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
六

紛
争
解
決



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
七

一
般
規
定

定

義 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
八

関

税 

デ
ジ
タ
ル
・

プ
ロ
ダ
ク

ト
の
無
差

別
待
遇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
二
九

電
子
署
名



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
〇

要
求
さ
れ

て
い
な
い

商
業
上
の

電
子
メ
ー

ル 消
費
者
の

保
護



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
一

貿
易
実
務

に
係
る
文

書
の
電
子

化国
内
規
制

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
関
連

設
備
の
所

在
地
に
関

す
る
要
求

の
禁
止



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
二

ソ
ー
ス
・

コ
ー
ド

協

力 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
三

電
子
商
取

引
に
関
す

る
小
委
員

会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
四

適
用
範
囲

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
五

定

義 

内
国
民
待

遇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
六

最
恵
国
待

遇一
般
的
待

遇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
七

裁
判
所
の

裁
判
を
受

け
る
権
利

特
定
措
置

の
履
行
要

求
の
禁
止



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
三
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
〇

適
合
し
な

い
措
置



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
二

収
用
及
び

補
償



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
三

争
乱
か
ら

の
保
護



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
四

資
金
の
移

転



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
五

代

位 

一
方
の
締

約
国
と
他

方
の
締
約

国
の
投
資

家
と
の
間

の
投
資
紛

争
の
解
決



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
四
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
二

一
時
的
な

セ
ー
フ
ガ

ー
ド
措
置



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
三

信
用
秩
序

の
維
持
の

た
め
の
措

置利
益
の
否

認



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
四

健
康
、
安

全
及
び
環

境
に
関
す

る
措
置
並

び
に
労
働

基
準

投
資
に
関

す
る
小
委

員
会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
五

二
国
間
投

資
協
定
と

の
関
係

有
効
期
間

及
び
終
了



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
六

反
競
争
的

行
為

反
競
争
的

行
為
の
規

制
に
関
す

る
協
力

無
差
別
待

遇

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
七

手
続
の
公

正
な
実
施

透
明
性 

第
一
・
八

条
２
及
び

第
十
六
章

の
規
定
の

不
適
用



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
八

一
般
規
定

定

義 

内
国
民
待

遇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
五
九

手
続
事
項



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
一

透
明
性 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
二

知
的
財
産

の
保
護
に

つ
い
て
の

啓
発
の
促

進特

許 

意

匠 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
三

商

標 

著
作
権
及

び
関
連
す

る
権
利



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
四

地
理
的
表

示不
正
競
争

開
示
さ
れ

て
い
な
い

情
報
の
保

護



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
五

国
境
措
置

に
係
る
権

利
行
使

民
事
上
の

救
済
に
係

る
権
利
行

使



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
六

知
的
財
産

に
関
す
る

小
委
員
会

デ
ジ
タ
ル

環
境
に
お

け
る
権
利

行
使

刑
事
上
の

制
裁
に
係

る
権
利
行

使



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
七

安
全
保
障

の
た
め
の

例
外



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
八

調
達
に
関

す
る
原
則

情
報
の
交

換追
加
的
な

交
渉



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
六
九

無
差
別
待

遇
に
関
す

る
交
渉

政
府
調
達

に
関
す
る

小
委
員
会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
〇

ビ
ジ
ネ
ス

環
境
の
整

備
に
関
す

る
小
委
員

会 基
本
原
則

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
一

連
絡
事
務

所



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
二

第
十
六
章

の
規
定
の

不
適
用



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
三

基
本
原
則



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
四

協
力
の
範

囲
及
び
形

態協
力
の
費

用協
力
に
関

す
る
小
委

員
会



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
六

次
章
の
規

定
の
不
適

用



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
七

適
用
範
囲

一
般
原
則

紛
争
解
決

の
場
の
選

択



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
八

協

議 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
七
九

あ
っ
せ
ん
、

調
停
又
は

仲
介

仲
裁
裁
判

所
の
設
置



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
〇

仲
裁
裁
判

所
の
構
成



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
一

仲
裁
裁
判

所
の
任
務



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
二

仲
裁
裁
判

手
続



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
四

仲
裁
裁
判

手
続
の
終

了裁
定
の
実

施



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
六

期
間
の
変

更費

用 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
七

言

語 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
八

目
次
及
び

見
出
し

附
属
書
及

び
注
釈

改

正 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
八
九

効
力
発
生

終

了 

正

文 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
〇

末

文 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
一

第
二
・
四

条
の
規
定

に
関
す
る

表 附
属
書
一

（
第
二
章

関
係
）

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

七
九
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
二

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
〇
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
一
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
二
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
三
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
四
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
四

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
五
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
六
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
七
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
八
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

八
九
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
六

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
〇
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
一
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
二
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
三
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
六

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
四
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
五
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
六
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
七
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
八
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

九
九
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
二

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
〇
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
一
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
二
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
三
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
四
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
五
九

品
目
別
規

則 附
属
書
二

（
第
三
章

関
係
）

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
六
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
七
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
八
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
〇
九
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
六

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
〇
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一一
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
二
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
三
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
四
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
六

附
属
書
三

（
第
三
章

関
係
）

原
産
地
証

明
書
の
必

要
的
記
載

事
項

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
七

附
属
書
四

（
第
七
章

関
係
）

金
融
サ
ー

ビ
ス



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
五
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
七

附
属
書
五

（
第
七
章

関
係
）

電
気
通
信

サ
ー
ビ
ス



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
六
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
七

特
定
の
約

束
に
係
る

表
及
び
最

恵
国
待
遇

の
免
除
に

係
る
表

附
属
書
六

（
第
七
章

関
係
）

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
七
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
八
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一一
九
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
八

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
〇
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
一
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
二
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
五

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
三
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
五

附
属
書
七

（
第
八
章

関
係
）

自
然
人
の

移
動
に
関

す
る
特
定

の
約
束

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
四
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
四

附
属
書
八

（
第
十
章

関
係
）

第
十
・
八

条
１
に
規

定
す
る
措

置
に
関
す

る
留
保



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
六

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
五
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
六
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
七
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
八
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
二
九
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
一

モンゴルとの経済連携協定

第
十
・
八

条
３
に
規

定
す
る
措

置
に
関
す

る
留
保

附
属
書
九

（
第
十
章

関
係
）



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
〇
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
一
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
〇

附
属
書
十

（
第
十
章

関
係
）

収

用 



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
二

モンゴルとの経済連携協定

協
定
第
一・

十
二
条
の

規
定
に
基

づ
く
実
施

取
極



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
二
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
三
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
二

モンゴルとの経済連携協定



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
四
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
一



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
二



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
三



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
四



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
五



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
六



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
七



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
八



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
五
九



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
六
〇



モ
ン
ゴ
ル
と
の
経
済
連
携
協
定

一
三
六
一

（
参
考
）

　

こ
の
協
定
は
、
日
本
国
と
モ
ン
ゴ
ル
国
と
の
間
で
、
貿
易
の
自
由
化
・
円
滑
化
、
投
資
の
促
進
、
自
然
人
の
移
動
、

知
的
財
産
の
保
護
等
の
分
野
に
お
け
る
経
済
連
携
を
強
化
す
る
た
め
の
法
的
枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


